
 

 

 

平成 24 年 5 月 29 日 

各   位 

会 社 名     株式会社 サクラダ 

代表者名 代表取締役社長 曽田 弘道 

（コード番号 5917 東証第１部） 

問合せ先 総務部長 志村 正晴 

（TEL. 0438 － 38 － 3661） 

 

定款一部変更に関するお知らせ 

 

 当社は、本日開催の取締役会において、平成 24 年 6 月 27 日に開催を予定している当社第 143 回定時株主

総会に、定款一部変更について下記のとおり付議することを決議いたしましたので、お知らせいたします。 

 

記 

 

1. 定款変更の目的 

 (1)当社は、収益力の安定及び拡大を図るため、現在の橋梁事業以外の第二の事業として、住宅その他の木

造構造物施工の事業化について検討を行っており、現行定款第２条に定める事業目的を追加するもので

す。 

 (2)当社は、業務の効率化ならびに今後の事業展開に必要な業務環境を整えるため、現行定款第３条に定め

る本店の所在地を千葉県袖ケ浦市から千葉県千葉市に変更するものです。 

 

2．定款変更の内容 

現行定款と変更の内容は次のとおりです。 

（下線部は変更箇所を示します。） 

現  行  定  款 変  更  案 

第1章  総 則 第1章  総 則 

(目的） (目的） 

第２条 

 

 

 

 

当会社は、次の事業を営むことを目的とする。

1.  

～   （条文省略） 

5.  

（新  設） 

 

6.    （条文省略） 

 

第２条 （現行どおり） 

1.  

～   （現行どおり） 

5.  

6. 住宅その他の木造構造物の設計、製作、施

工ならびに販売 

7.    （現行どおり） 

（本店の所在地） （本店の所在地） 

第３条 当会社は、本店を千葉県袖ケ浦市に置く。 

 

第３条 当会社は、本店を千葉県千葉市に置く。 

3.日程 

(1)定款変更のための株主総会開催日      平成24年6月27日（予定） 

(2)定款変更の効力発生日           平成24年6月27日（予定） 

以  上 


